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「温暖地版」発行までの経緯(その１)

○ 2001年の「自立循環型住宅開発プロジェクト」開始から、国土技術
政策総合研究所(以下、国総研)と建築研究所(以下、建研)は、大学
等研究機関や民間企業の研究者の協力を得て、住宅の省エネル
ギー化と質的向上に向けて、住宅の省エネ計画・評価技術の研究
開発に取り組んできた。

○研究の成果をとりまとめ、定量評価に基づい
た合理的な省エネ設計を行うためのガイドラ
インとして、2005年に最初の「自立循環型住
宅への設計ガイドライン～エネルギー消費
50%削減を目指す住宅設計～」を発行した。こ
の最初のガイドラインは温暖地を対象として
おり、各地で開催された講習会のテキストとし
て利用された。

最初のガイドライン



「温暖地版」発行までの経緯(その２)

○研究の進展にあわせて、2010
年に蒸暑地版、2012年に準寒
冷地版を発行した。また、既存
住宅の省エネ改修に向けた
「既存住宅の省エネ改修ガイド
ライン」も発行している。

準寒冷地版蒸暑地版

○現在実施している建研の研究
課題「建築物の省エネ基準運
用強化に向けた性能評価手
法の検証および体系化(2014-15年度)」で実施した、住宅省エネ基
準における評価手法の検討結果も含めた最新の情報を踏まえ、温
暖地向けの「最初のガイドライン」を「改訂」し、2015年8月に温暖地
版を発行した。
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「温暖地版」ガイドラインの特徴(その１)

○自立循環型住宅とは…
・ 極力自然エネルギーを活用
・ 建物・設備の省エネ化
・ 居住性・利便性を向上させる
・ 2010年頃の標準的な住宅のエネルギー消
費量の50%まで(太陽光発電を使うことで
100%まで)削減可能な住宅

○温暖地(省エネ基準における5～6地域)に
おける新築・戸建住宅の設計を対象

○住宅省エネ基準における評
価手法構築に向けた検討も
含め、最新の知見をとりまと
めた。



「温暖地版」ガイドラインの特徴(その２)

○環境・設備分野を専門としない一般の住宅設計者に向けて構成
・ 15の要素技術について、「設計の考え方」、「設計のフロー」、とりうる
「手法」とその「効果」、について示している。

→採用した手法の省エネ効果を、
算定表を使って簡単な計算で
評価できる。



「温暖地版」の要素技術 自然エネルギー活用技術



「温暖地版」の要素技術
建物外皮の
熱遮断技術

省エネルギー
設備技術



「温暖地版」の要素技術 省エネルギー設備技術



今後の展開

○ 普及活動の促進
→ 「温暖地版」ガイドラインを使った講習会でテキストとして

活用される
→ 設計者に向けた省エネ設計技術の普及

○ 省エネ基準の検討を踏まえた研究開発の推進
→ 住宅・建築物の省エネルギー基準における評価法の検

証および義務化に向けて実施中の検討も踏まえ、省エネ
設計の一層の合理化に向けた研究を実施していく。
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